
[14] 一宮市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 

を定める条例（案）の概要 

1 条例の趣旨 

「社会福祉法」の規定に基づき、無料低額宿泊所（無料低額宿泊所の設備及び運営

に関する基準（令和元年厚生労働省令第三十四号）第一条に規定する無料低額宿泊所

をいう。）の設備及び運営に関する基準を定めるものです。 

2 条例の概要 

無料定額宿泊所の設備及び運営に関する基準を規定します。基準の主なものは次の

とおりです。 

項目 愛知県 一宮市 

一般原則 入居者の意思及び人格を尊重し、常

に当該入居者の立場に立ったサービ

スの提供に努めなければならない。 

愛知県と同じ 

人員、設備及

び運営の基準

省令に定める基準を満たさなけれ

ばならない。 

愛知県と同じ 

その他 ・非常災害時に備え、必要な設備及び

体制を整備しなければならない。 

・運営について、暴力団または暴力団

員等の支配をうけてはならない。 

・職員、設置者である法人の役員、そ

の他の運営に携わる者は、暴力団員等

であってはならない。

愛知県と同じ 
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